様式第２号（第９条関係）

田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
誓    約    書

・田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の申請に当たり、田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要綱に記載されている交付に係る付帯条件を理解した上で、過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、当該制度の対象となる住宅が初めて取得する持家であることを誓約します。なお、当該制度は予算措置の範囲内で実施されるため、予算措置がされない場合又は田原本町が利子補給の期間として認めないと判断した場合は、利子補給を受けられないことを了承の上で、申請いたします。
・世帯員全員が田原本町暴力団排除条例第２条第１号及び第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと並びに当該申請が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の利益にならないことを誓約します。暴力団排除のため、必要に応じて田原本町が申請者等の個人情報を警察に照会又は提供することに同意します。
・田原本町新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の審査に伴い、田原本町が当該要綱第６条第８号の規定による世帯員全員（１５歳以上の世帯員に限る。）が町税等を滞納していないことを確認することに同意します。
・上記誓約内容と事実が相違することが判明した場合は、利子補給の対象の認定を取り消されても異議ありません。
・万が一、記載事項に偽りがあり、当該要綱に違反する場合は、利子補給を受けられないことを了承し、また不正に受給した利子補給の額は指定された期日までに、返還することを合わせて誓約します。
・当該要綱を適正に実施するため、申請者又は認定者に対し必要な事項について報告、実地調査等を求められた場合は誠実に対応します。
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